
（郡山市保育所条例の一部改正） 

第４条 郡山市保育所条例（昭和40年郡山市条例第53号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

名称 単位 金額 

延長保育料 １回１時間 200円 
 

名称 単位 金額 

延長保育料 １回１時間につき 100円 
 

 備考 （略）  備考 （略） 

 


